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○佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則 

平成27年７月31日規則第38号 

改正 

平成27年12月25日規則第45号 

平成28年３月31日規則第60号 

平成31年２月20日規則第８号 

令和２年６月26日規則第34号 

令和３年８月24日規則第31号 

佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則 

佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則（昭和58年佐倉市規則第２号）の全部

を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例（平成27年佐倉市条例第32

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（同一生計者） 

第２条 条例第３条第２項第２号の規則で定める者（以下「同一生計者」という。）は、次の各号

に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、重度心身障害者の

保護者が高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第50条に規定する被保険者（以

下「後期高齢者医療の被保険者」という。）である場合（第２号に掲げる場合に限る。）は、当

該重度心身障害者の保護者及び同号に定める者とする。 

(１) 重度心身障害者が医療保険各法（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）及び高齢者の医

療の確保に関する法律を除く。以下この号並びに次条第２項第１号及び第２号において同じ。）

の規定による被扶養者である場合 当該重度心身障害者の加入している医療保険各法の規定に

よる被保険者 

(２) 重度心身障害者が国民健康保険法第５条又は同法第19条第１項の被保険者（以下「国民健

康保険の被保険者」という。）である場合 国民健康保険の被保険者（当該重度心身障害者と

同一の世帯に属する者に限る。） 

(３) 重度心身障害者が後期高齢者医療の被保険者である場合 後期高齢者医療の被保険者（当

該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に限る。） 

２ 重度心身障害者が、同一生計者（当該重度心身障害者の配偶者を除く。）の扶養親族（地方税
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法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第８号に規定する扶養親族をいう。）及び医療保険各

法に規定する被扶養者に該当しないときは、前項の規定の適用については、同一生計者を、当該

重度心身障害者の配偶者のみであるものとすることができる。 

（所得割の額） 

第３条 条例第３条第２項第２号の所得割の額（以下「所得割の額」という。）の算定は、次の各

号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 

(１) 地方税法第314条の７並びに附則第５条の４第６項及び第５条の４の２第６項の規定によ

る控除をされるべき額がある場合 当該控除されるべき額を加算する。 

(２) 地方税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第４号）第１条の規定による改正前の地

方税法第292条第１項第８号に規定する扶養親族（16歳未満の者に限る。以下この号において「扶

養親族」という。）及び同法第314条の２第１項第11号に規定する特定扶養親族（19歳未満の者

に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。）がある場合 同号に規定する額（扶

養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）

に限る。）に同法第314条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。 

(３) 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の19第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者である場合 

指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。 

２ 所得割の額の合算は、次の各号に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号に定める額を

合算することにより行うものとする。 

(１) 重度心身障害者が医療保険各法の規定による被保険者である場合 当該重度心身障害者の

所得割の額 

(２) 重度心身障害者が医療保険各法の規定による被扶養者である場合 当該重度心身障害者に

係る同一生計者の所得割の額 

(３) 重度心身障害者が国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者である場合 当

該重度心身障害者及び当該重度心身障害者に係る同一生計者の所得割の額 

（受給券の交付の申請） 

第４条 条例第６条の規定による申請は、重度心身障害者医療費助成申請書（別記様式第１号）に

次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長が当該事項について、本人の同意を得

て公簿により確認できる場合は、この限りでない。 

(１) 身体障害者手帳（身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交
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付されたものをいう。）、療育手帳（知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第10条第２項の児童相談所（以下「児童相談所」という。）又は知的障害者

福祉法（昭和35年法律第37号）第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所（以下「知的障

害者更生相談所」という。）において知的障害者と判定された者に対し都道府県知事又は地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項に規定する指定都市の長から交付される手帳

で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）若しくは精神障害者保健福祉手帳（精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により交

付されたもの又は同条第４項の規定による認定を受けた者に係るものをいう。以下同じ。）又

は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の判定書 

(２) 医療保険各法の規定により交付された重度心身障害者に係る被保険者証又は組合員証（以

下「被保険者証等」という。）の写し 

(３) 重度心身障害者及び同一生計者に係る当該年度（４月から７月までの申請にあっては、前

年度）の市町村民税額を証する書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第６条に規定する受給券（以下「受給券」という。）は、重度心身障害者医療費助成受給

券（別記様式第２号）とする。 

（受給券の交付等） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を

決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、当該申請を行った者（以下「助成

申請者」という。）に受給券を交付しなければならない。 

３ 条例第２条第１号エに該当する者（同号アからウまでのいずれかに該当する者を除く。以下同

じ。）が有する精神障害者保健福祉手帳の有効期限が条例第７条第１項に規定する７月31日より

前に到来する場合については、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限を受給券の有効期間の満

了の日とする。 

４ 市長は、第１項の規定により助成しないことを決定したときは、重度心身障害者医療費助成非

該当通知書（別記様式第３号）により助成申請者に通知するものとする。 

（届出） 

第６条 条例第８条の規定による届出は、第４条の規定による申請をした事項に変更があったとき

に、重度心身障害者医療費申請事項変更届（別記様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長
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に対し行うものとする。 

(１) 受給券 

(２) 次に掲げる変更の内容の区分に応じ、それぞれ次に定める書類。ただし、市長が当該事項

について、本人の同意を得て公簿により確認できる場合は、この限りでない。 

ア 加入医療保険の変更 被保険者証等の写し 

イ 同一生計者の変更（その増減を含む。） 変更後の同一生計者に係る当該年度（４月から

７月までの届出にあっては、前年度）の市町村民税額を証する書類 

２ 市長は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、当該届出を行った者に変更のあった

事項を記載した受給券を速やかに交付するものとする。 

３ 前項の規定により交付された受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とす

る。ただし、所得割の額の課税状況に変更があるときは、当該届出があった日の属する月の翌月

１日から従前の受給券の有効期間の満了の日までとする。 

（受給券の再交付） 

第７条 受給券を紛失し、破損し、又は汚損した者は、重度心身障害者医療費助成受給券再交付申

請書（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。この場合において、受給券を破損し、

又は汚損した者は、当該破損し、又は汚損した受給券を添付しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、受給券を再交付するものとする。この場合に

おいて、当該受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とする。 

（有効期間の更新） 

第８条 市長は、第５条第２項、第６条第２項及び前条第２項の規定により交付した受給券の有効

期間が終了した場合において、当該受給券の交付を受けた重度心身障害者が引き続き条例第３条

に規定する助成対象者に該当すると認めるときは、改めて受給券を交付するものとする。当該改

めて交付した受給券の有効期間が終了したときについても、同様とする。 

２ 前項の規定により受給券を交付された者のうち、条例第２条第１号エに該当するものであって、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第４項の規定による認定を受けたものの受給券

の有効期間は、当該受給券の交付の日から同日以後最初に到来する７月31日（同日前に精神障害

者保健福祉手帳の有効期限が到来する場合については、その日）までとする。 

（受給券の返納） 

第９条 受給券の有効期間が終了したとき又は助成対象者でなくなったときは、速やかに市長に受

給券を提出しなければならない。 
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（助成の申請） 

第10条 条例第９条第３項の規則で定める申請は、重度心身障害者医療費助成金給付申請書（別記

様式第６号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。 

(１) 受給券の写し 

(２) 保険医療機関等が発行する重度心身障害者医療費受領証明書（別記様式第７号）又は領収

書 

（助成金の支払い） 

第11条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支払いの可否

を決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により助成金を支払うことを決定したときは、前条の申請を行った者に重

度心身障害者医療費助成金給付決定通知書（別記様式第８号）により通知し、助成金を支払わな

ければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により助成金を支払わないことを決定したときは、前条の申請を行った

者に対し重度心身障害者医療費助成金給付非該当通知書（別記様式第９号）により通知しなけれ

ばならない。 

（関係簿冊） 

第12条 市長は、助成の適正を期するため、助成に必要な事項を記載した台帳を作成し、常に整理

しておかなければならない。 

（医療機関における経費） 

第13条 市は、保険医療機関等が重度心身障害者医療費受領証明書を重度心身障害者又は保護者に

交付したときは、当該保険医療機関等に１件につき100円を超えない範囲で手数料を支払うものと

する。ただし、当該保険医療機関等に市が支払うべき手数料を重度心身障害者又は保護者が負担

したときは、当該負担をした者に支払うものとする。 

（補則） 

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に受けた医療については、なお従前の例による。 
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３ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号。

以下「施行令」という。）附則第12条に規定する期間において、重度心身障害者が施行令第35条

第１項第１号に規定する高額治療継続者に該当するときは、改正後の佐倉市重度心身障害者医療

費の助成に関する条例施行規則第３条第２項の規定の適用については、同項の規定により合算し

た額と同じ額を控除するものとする。 

附 則（平成27年12月25日規則第45号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の様式であって、その用紙が現に残存しているものについては、当分の

間、その用紙に所要の補正を加えて使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第60号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年２月20日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年６月26日規則第34号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年８月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（平成27年佐倉市条例第32号）第２条第１号

エに該当する者に係る受給券の交付の申請その他必要な行為は、この規則の施行前においても行

うことができる。 

附 則（令和３年８月24日規則第31号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則は、重度心身障害者が医療

を受けた月が令和３年８月以後の場合における重度心身障害者医療費の助成について適用し、重

度心身障害者が医療を受けた月が同年７月以前の場合における重度心身障害者医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 
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別記 

様式第１号（第４条関係） 

 



8/17 

様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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様式第６号（第10条関係） 
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様式第７号（第10条関係） 
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様式第８号（第11条関係） 
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様式第９号（第11条関係） 

 


